
キャリアアップ助成金
令和5年度の変更点と正社員化コース申請の注意点
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研修内容
1. キャリアアップ助成金の趣旨
2. 支給対象となる取り組み
3. 令和5年4月1日以降の変更点
4. キャリアアップ助成金申請までの流れ
5. 計画書について
6. 対象となる事業主
7. 正社員化コースについて
8. 注意点
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１．キャリアアップ助成金の趣旨

3



キャリアアップ助成金の趣旨

支給要領(R5.6.26)

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001128608.pdf
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２．支給対象となる取り組み
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３．令和5年4月1日以降の変更点
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令和５年4月1日以降の変更点

(ア) 生産性要件の廃止
（賃金規定等改定コースはR4.12.2に廃止済）

(イ) 選択的適用拡大導入コースの廃止
(ウ) 電子申請が可能となった

（電子申請するためには、計画書もあらかじめ電子申請して
おく必要がある）
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４．申請までの流れ
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５．計画書について
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計画書作成のポイント

① 計画期間初日は提出日の翌日以後
② 各コースの取組み予定日が計画期間内
にあること
③ 講じる措置の項目に○
※正社員化コース、障害者正社員化コース
は（ ）にも○⇦忘れがち
④ 複数のコースに取り組む場合、対象者、
目標等の欄はコースごとに記載
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６．対象となる事業主
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雇用関係助成金の支給対象となる事業主

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001112060.pdf共通支給要領（R5.6.26）
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キャリアアップ助成金の支給対象事業主

(ア) 雇用保険適用事業所の事業主
(イ) 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている

事業主
(ウ) 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者にかかるキャリアアップ

計画を作成し、管轄労働局⾧の受給資格の認定を受けた事業主
(エ) 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況及び賃金の

支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を
明らかにできる事業主

(オ) キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
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支給対象とならない事業主

16



雇用保険適用事業所の事業主とは

支給対象とならない事業主のうち
⑦ 支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない事業主とは

雇用保険被保険者数が０人の場合や事業所が廃止されている場合（吸収合
併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む）等を
指します。

★R5.6.26の支給要領改正により、支給申請時及び支給決定日時点で、雇用
保険被保険者が存在していることという書きぶりに変わっている。
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７．正社員化コースについて
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正規労働者の定義

① 「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者
② 転換後の試用期間は助成金上「正規雇用労働者」とはみなさない
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転換後に試用期間を設けた場合
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非正規労働者の定義

① 賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区
分の就業規則等」の適用を受けている
1.正規雇用労働者は月給、非正規は日給、など
2.賞与、退職金の有無

② 「個別の雇用契約書で定める」はNG
③ 有期契約の場合は契約期間を明記
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賃金３％以上UP

① 基本給及び定額で支給されている手当の総額
② 1時間あたりに割り戻して比較
③ 転換後の賃金に手当を含める場合は、就業規則等への明記が

必要
④ 転換前の定額で支払われる諸手当は記載がなくても賃金に

算入される
⑤ 固定残業代が支給されているときは注意。

固定残業代の総額または時間相当数が減っている場合で、
固定残業代を含めた場合に３％UPを満たさない場合はNG
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転換日が賃金締日と一致しない場合
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転換前の完全月が6か月取れない場合ー１

27

完全月以外を含め転換前 6 か月分の賃 金総額を算出し比較します。
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転換前の完全月が6か月取れない場合ー２

転換日がまたがっている月の賃金について、転換前に係る賃金と転換 後に係る賃金に分けるこ
とができない場合など算定が困難な場合は、【パターン ２】のように、転換前の賃金を５か月
と 10 日分とした上で、1 時間当たりの賃 金単価を算出し、転換後６か月の賃金に係る 1 時間
当たりの賃金単価と比較す ることも可能です



８．注意点
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申請書類

(ア) キャリアアップ計画書（様式第1号）
① 転換日が計画期間内であるか
② キャリアアップ管理者の設置日が提出日より前になっているか

(イ) 就業規則、賃金規程
① 正規雇用、非正規雇用の定義がされているか
② 正規雇用と非正規雇用の賃金形態等が明確にされているか

(ウ) 実態、雇用契約書、就業規則等記載内容
① それぞれの内容に矛盾がないか
② 雇用契約書には賞与なしとあるが支給されている、など
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適用される要件

＜転換日によって適用される要件が違う＞

① R4.10.1以降の転換・・・適用される要件はR4.10.1の要領
１）正規の定義が変更されている

・「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されていること
・正規へ転換後試用期間中の者は正規とはみなさない

２）非正規の定義も変更
・賃金の額または計算方法が「正規雇用と異なる雇用区分の

就業規則」の適用を6か月以上受けている
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R4.4.1パンフレットより 32



適用される要件

② R5.4.1以降の転換・・・適用される要件はR5.4.1の要領
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参考資料
• キャリアアップ助成金パンフレット（R5.4.10版）

• https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

• キャリアアップ助成金 分割版パンフレット（正社員化支援）

• https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001087356.pdf

• キャリアアップ助成金 Q＆A（R5.4.12版）

• https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf

• キャリアアップ助成金 支給要領（R5.6.26版）

• https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001128608.pdf

• 雇用関係助成金共通要領（R5.6.26版）

• https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001112060.pdf
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